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固定資産の譲渡に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の臨時取締役会において、以下のとおり、固定資産を譲渡することについて決議致

しましたので、お知らせいたします。 

  

記 

 

１．譲渡の理由 

  当社の 100％子会社であるタカラアセットマネジメント株式会社が資産の運用を受託する「タカ

ラレーベン・インフラ投資法人」（以下、「本投資法人」といいます。）に対し、スポンサーサポート

契約に基づき発電施設の譲渡をおこないます。なお、今後もスポンサーとして全面的にサポートし

ていく事に加え、インフラファンド市場の発展に貢献してまいりたいと考えております。 

 

２．譲渡資産の内容 

資産の名称及び所在地 
譲渡価格 

(百万円) 

帳簿価格 

(百万円) 

譲渡益 

(百万円) 

現況 

（MW） 

LS三重四日市発電所 

(三重県四日市市) 
740 766 △26 

発電施設稼働中 

1.98MW 

LS桜川中泉発電所 

(茨城県桜川市)  
980 717 262 

発電施設稼働中 

2.70MW 

LS白浜発電所 

(和歌山県西牟婁郡) 
2,810 2,198 611 

発電施設稼働中 

7.84MW 

LS高萩発電所 

(茨城県高萩市) 
400 367 32 

発電施設稼働中 

1.19MW 

合 計 4,930 4,049 880 13.72MW 

 

 

 

 

 

 



 

３．譲渡先の概要 

（1）名称 タカラレーベン・インフラ投資法人 

（2）所在地 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 

（3）代表者の役職・氏名 執行役員  菊池 正英 

（4）事業内容 

投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26年法律第 198号。そ

の後の改正を含みます。）に基づき、資産を、主として特定資産（投

信法第２条第１項に規定する特定資産をいいます。）に対する投資

として運用します。 

（5）出資総額（注） 10,963,186千円 

（6）設立年月日 平成 27年８月５日 

（7）純資産（注） 11,331,705千円 

（8）総資産（注） 23,071,748千円 

（9）大投資主及び持株比率 

株式会社タカラレーベン 14.2％ 

株式会社 SBI証券  2.56％ 

労働金庫連合会 2.49％ 

（10）上場会社と当該投資法

人との間の関係 

資本関係 当社が本投資法人の投資口を 14.2％

保有しています。 

人的関係 該当ありません。 

取引関係 当社は、本投資法人との間でスポンサ

ーサポート契約を締結し、資産の取得

等のサポート等を行っています。ま

た、本投資法人との間で商標の使用等

に関する覚書を締結し、本投資法人に

対して、「タカラレーベン」及び「レ

ーベンソーラー」の名称並びにそのロ

ゴマークについて当社が保有する商

標を無償で、非独占的に使用を許諾し

ています。さらに、上記「譲渡資産の

内容」に記載の各発電所について、本

投資法人との間で平成30年５月10日

付で発電設備等売買契約及び発電設

備等賃貸借契約を締結し、当該契約に

基づき、平成 30 年６月１日付で、本

投資法人に対し当該発電所を譲渡す

るとともに本投資法人から賃借する

予定です。 

関連当事者への該当状況 該当ありません。 

(注)本投資法人の平成30年２月27日付有価証券報告書に記載されている、平成29年11月30日現

在の数値です。 

  

 



 

４．譲渡の日程 

（1）取締役会決議 平成30年５月10日 

（2）契約締結日 平成30年５月10日 

（3）物件引渡日（予定） 平成30年６月１日 

 

５．今後の見通し 

当該譲渡が、業績に与える影響につきましては、平成 30年５月 14日公表予定の連結業績予想

に反映する予定であります。 

 

 

以 上 


